
第１号議案

特定非営利活動法人ならサポートワークラボ

１．事業の成果

【就労定着支援事業】昨年度新設された当事業については、制度内容が当施設からの就職者には合わないこと

から導入を見合わせていましたが、年度末に厚労省から提出された「就労定着支援の円滑な実施について」に

より、かなり柔軟な解釈に変更されていることから導入を決め、平成31年4月から導入を開始することとしま

した。

平成３０年度　事業報告書

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

  当法人は、周囲の方から合理的配慮を必要とする方に地域資源と連携して、日常生活及び社会生活を総合的

に支援し、個々人に合った社会参加等に関する相談および自信の回復と福祉サービスを活用した支援を行い、

一人ひとりが生きがいを持って地域で生活できるように寄与することを目的として活動を行っております。

【総括】本年度は、事業計画に基づき自立訓練（生活訓練）（以下「生活訓練」という）事業の導入に向けて

調整を行い、11月に導入し3月末時点における登録者数は6人となりました。ニート・ひきこもりの方の支援を

通して、就労移行支援事業の2年間では就職に向けた準備が整わない利用者が多く見られ、また、就労移行支援

の体験期間が3ヵ月から半年（通常1週間から1ヵ月）に渡る利用者も増えてきたことから、生活リズムの安定

や体力の向上を図る期間として生活訓練事業（最大2年間利用可）の導入が不可欠となりました。導入を進める

に当たり旧ビル（西大寺本町）では消防法の関係で別の部屋を新たに賃貸する必要が出て費用面を考慮し、移

転を検討することになりました。この移転に伴い当初導入予定であった8月が11月に延期することとなり、利

用を検討していた方には待っていただくことになりました。ただ、移転に伴い、作業スペース等が全般的に広

くなり利用者増への対応も可能となりました。また、駐車場があることから来所しやすくなったこと、家主様

のご協力により畑スペースを無料で提供いただき訓練内容の幅も広がりました。現在は近隣の店舗と連携した

訓練の導入について調整を進めています。

【障害福祉サービス事業　就労移行支援事業】

就労移行支援事業は４年目となり、利用登録者は21人～25人（定員20人）とほぼ前年度同数でしたが、1日平

均利用者は16人～19人と減少しました。減少原因として体調不良や訓練意欲の低下でした。その対策として、

今年の4月から最低でも2週間に1回は必ず面談を行い、訓練目標の見直しや短期間で達成できる目標作りに取

り組み、また、毎週水曜日ＰＭ２を訓練休としてケースカンファレンス（利用者サービス内容検討会）を行う

ことにしました。就職支援の強化については、就職者が10人（うちＡ型事業所1人）で、就職後の定着率も

100%でした。訓練を通じて相談スキルを高めるなどの職場適応力の向上に努めたこと、職場見学、職場実習、

個別職業ガイダンスを通じて就職時のマッチングを高めたこと、就職後の職場訪問により職場の支援体制作り

に努めたことが要因と考えます。他に、訓練内容の充実については、責任感、共同作業、体力作りを目的に

「情報誌クレーる」（月２回発行、400部）の近隣への配布作業の受託（8月開始）、またより実践業務経験を

積むことを目的に「運送会社から勤怠報告書データ入力業務（1週間で約90人分）」の受託（10/15~試行開

始、12月本契約1人分30円）を始めました。

【ニート・ひきこもり支援】当法人の方針として、家族支援・アウトリーチ支援（家庭訪問等)は県相談窓口が

行っていることから、当法人は通所による就労アセスメント及び福祉サービス利用に向けた支援、生活訓練導

入による段階的支援体制強化に重点を置いた取り組みを行っています。昨年度は県ひきこもり相談窓口や就業

生活支援センター等の相談支援機関から紹介されて来談した方が約2倍増の26人となり、当法人の取り組みの

周知が図られてきているものと考えます。



２．事業の実施に関する事項

(1)　特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従業員

の人数

受益対象者の範囲

及び人数

支出額

(千円)

就労・生活相談支援事業

ニート・ひきこもり状態の方およ

び関係する家族等に対し就労・生

活に関する相談支援を実施した。

4月1日～

10月2日

10月3日～

3月31日

わーく

(奈良市西

大寺）

(奈良市山

陵町)

1人

ニート・ひきこも

り状態にあるもの

等22人（計画20

人）

0

社会参加事業 当該事業の実施はなし。

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく特

定相談支援事業

障がいのある方に対し、障害福祉

サービス提供に関するサービス等

利用計画の作成を実施した。

4月1日～

10月2日

10月3日～

3月31日

わーく

(奈良市西

大寺）

(奈良市山

陵町)

1人

障害福祉サービス

等利用者

27人(計画20人）

295

児童福祉法に基づく障害

児相談支援事業
当該事業の実施はなし。

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく障

害福祉サービス事業

障がいのある方に対し、障害福祉

サービス（就労移行支援事業）の

提供を実施した。

4月1日～

10月2日

10月3日～

3月31日

ワークラボ

(奈良市西

大寺）

(奈良市山

陵町)

7人

障害福祉サービス

等利用者

41人（計画26人）

30,196

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく地

域生活支援事業の受託事

業

当該事業の実施はなし。

物品販売事業 当該事業の実施はなし。

作業等受託事業 当該事業の実施はなし。

(2)　その他の事業


